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「
地
域
の
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全
」
の
た
め
に 

ご自分の土地や建物に設置するときも許可が必要な場合が

あります。また、既に設置されている屋外広告物について

は、令和 5 年 3 月 31 日までに許可申請を行う必要があり

ます。ただし、用途・規模によっては許可不要の場合があります。 

屋
外
広
告
物
規
制
区
域
を
佐
世
保
市
全
域
と
し
ま
す
。 

■部分を追加し全域が規制区域となります。 

  



 

 

 

 

 

 

 

基準等の詳細等につきましては、「佐世保市屋外広告物の手

引き」をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。 

屋外広告物のルールを守りましょう！    佐世保市屋外広告物条例 

お問い合わせ先 

佐世保市役所 都市整備部 まち整備課 景観形成係 

電話：0956-24-1111  

↓佐世保市ホームページにて閲覧できます。 


